
トピー健康保険組合 保養所利用規程 新旧対照表  （令和８年 4 月改訂） 

新 旧 

第１～２条 （略） 

 

利 用 者） 

第３条   保養所を利用できる者は、本組合の被保険者・被扶

養者等（メンバー）及び利用手続きをとったその他の者（ビ

ジター）とする。 

 

 

（２）利用者区分 

 

 

（利用責任者） 

第４条  保養所申込には必ず利用責任者を選任し、利用責任者

は、チェックインの際利用券の提出とともに身分証を提示す

ること。なお、身分証は被保険者・被扶養者においては「資

格情報のお知らせ」、「資格確認書」もしくはマイナポータル

の健康保険資格画面の提示とし、その他の者については、本

人確認が可能な「身分証明書(運転免許証等)」とする。 

 

第５条～第８条 （略） 

 

（利 用 方 法） 

第９条  保養所を利用しようとする者は、原則として保養所委

託管理会社に予約システムにより申込むことで利用するこ

とができる。 

 

 

 

第１条～２条 （略） 

 

（利 用 者） 

第３条   保養所を利用できる者は、本組合の被保険者・被扶養者

及び利用手続きをとったその他の者とする。「その他の者」とは、

本組合の加入員以外の者をいう。その他の者のうち、保養所管理会

社(㈱ビスタリゾート)の会員が保養所(強羅荘)を利用する場合は、

さらに「相互利用者」として区分する。 

 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

（利用責任者） 

第４条  保養所申込には必ず利用責任者を選任し、利用責任者は、チ

ェックインの際利用券の提出とともに身分証を提示すること。な

お、身分証は被保険者・被扶養者においては「被保険者証」、その

他の者については、本人確認が可能な「身分証明書(運転免許証等)」

とする。 

 

 

第５条～第８条 （略） 

 

（利 用 方 法） 

第９条  保養所を利用しようとする者は、保養所委託管理会社に別

紙１の記載方法により直接申込むことで利用することができる。 

      

 

 

 



トピー健康保険組合 保養所利用規程 新旧対照表  （令和８年 4 月改訂） 

新 

 

（利 用 料） 

第１０条  保養所を利用する被保険者・被扶養者（メンバーA

区分）、被保険者家族・退職者（メンバーB 区分）およびメン

バーに該当しない方（ビジター区分）は、次の利用料を区分

に応じてチェックアウト時に保養所で支払わなければなら

ない(現地払い)。詳細については別で定める。なお、ビジタ

ー区分に該当する方がメンバーの利用料で利用した場合は

差額を請求する。 

 

（１） 利用料の区分（消費税込） 

 

 ※年末年始特別期間は夕食料金が 1,000 円アップの 3,500 円と

する。 

 

 

 

 

 

(２) 小学生の利用料は半額とする。利用料は附表-1 に定めた

利用料とする。                                                   

（３）小学生未満の利用料は無料とする。ただし、小学生未満

でも寝具を利用する場合は、小学生の宿泊料(素泊まり料金)をい

ただく。また食事を希望する場合は、特別料理の「子供プレート」

(夕食・朝食)を有償で提供することが出来る。 

 

 

 

 

 

 

旧 

 

（利 用 料） 

第１０条  保養所を利用する者は、次の利用料を区分に応じてチェ

ックアウト時に保養所で支払わなければならない(現地払い)。 

 

 

 

 

 

 

（１） 利用料の区分（消費税 10％込） 

 

 

 

 

（２）保養所管理会社(㈱ビスタリゾート)の会員が、相互利用者とし

て強羅荘を利用する場合利用時期(A 区分・B 区分・C 区分)によっ

て利用料が異なる。なお、相互利用者の利用時期については別途定

める㈱ビスタリゾートの料金区分カレンダーによる。 

(３) 小学生の利用料は半額とする。ただし、相互利用者の小学生の

利用料は附表-1 に定めた利用料とする。                                                   

（４）小学生未満の利用料は無料とする。ただし、小学生未満でも

寝具を利用する場合は、小学生の宿泊料(素泊まり料金)をいただ

く。また食事を希望する場合は、特別料理の「子供プレート」(夕

食・朝食)を有償で提供することが出来る。なお、相互利用者の幼

児(小学生未満)の利用料については、附表-1 で定めた利用料とす

る。 



トピー健康保険組合 保養所利用規程 新旧対照表  （令和８年 4 月改訂） 

新 

 

附表-1 ◎小学生利用料の区分（消費税込） 

 

 ※幼児の寝具利用時料金については小学生素泊まり料金を

適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  保養所が保有する会議室の利用は､次のとおりとする。 

 （１） 利用時間  利用時間は原則９時から２２時までと

する。 

 （２） 利用料金  １日（５時間以上） １１，０００円 

             （５時間以内）  ５，５００円 

 （３） 定員     最多 ３５名 

  (４） 保養所管理人の公休日は原則として利用できない。 

 

第１１条～１９条 （略） 

 

（規程の改廃） 

第２０条 この規程の改廃は、規約第２２条の規定により組合

会の議決を要するものとする。 

 

 

 

旧 

 

附表-1 ◎小学生利用料の区分（消費税込） 

 

※被扶養者その他の幼児の寝具利用時料金については小学生料金を

適用する。 

 

 

 

２   保養所が保有する会議室の利用は､次のとおりとする。 

（１） 利用時間      利用時間は原則９時から２２時までと

する。 

（２） 利用料金      １日（５時間以上） １１，０００円 

              （５時間以内）  ５，５００円 

（３） 定員        最多 ３５名 

（４） 保養所管理人の公休日は原則として利用できない。 

 

第１１条～１９条 （略） 

 

（規程の改廃） 

第２０条 この規程の改廃は、規約第２２条の規定により組合会の

議決を要するものとする。なお、別紙 1 に定める「強羅荘手続き方

法」の変更については理事長決裁で変更できるものとする。 

 

 


